
         
         

　 　

特定商取引法及び消費者安全法の問題点の改善に向けた国への要望

国に対し、処分権限の委任を求めている

 ◆法改正（平成２５年４月１日施行）の概要

 ・消費者の財産被害に係る「すき間事案」について行政処分を導入
　 （これまでは事業者に対する報告徴収・立入調査まで）

 ・報告徴収・立入調査の権限は、地方自治体にも委任

１．特定商取引法における「指定権利制」の廃止 ２．消費者安全法による権限の拡大

課　題

消 費 者 庁

消費者 事業者

情報
処分・指導

（消費者庁のみ）

立入調査等
（処分権限なし）

東   京　都
（消費生活センター）

相談

処分の要請

 ・処分権限は消費者庁に留保され、自治体の要請を受けて動く仕組み
　 　⇒　迅速な処分が困難で、被害が拡大するおそれ

・都内に所在する事業者のみ立入調査の権限を受任
　　 ⇒　都外に所在する事業者からの被害が拡大

国に対し、「指定権利制」の廃止を求めている

課　題

 ・ 消費生活センターに寄せられる、実態の不明な高額なCO2排出権、
　  水源利用権などの権利を儲かると言って買わされた等の高齢者からの相談
     しかし、現行の特定商取引法では、こうした「権利」に関する取引に
　  ついて法適用の対象とならない「指定権利制」を採用

 ・ 法律による対応が困難で、被害が拡大するおそれ

 ◆法改正（平成21年１２月１日施行）の概要

 ・訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に当たれば、原則として全ての
    商品・役務に対する取引が対象
　 （これまでは、政令で定める商品・役務に限定）

 ・権利については、政令で定める３つだけが対象の「指定権利制」を維持

　 １　保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
 　２　映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術
　　 　工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
 　３　語学の教授を受ける権利

（都内所在）
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平成２６年度予算要求及び「新たな長期ビジョン（仮称）」について

１ 平成２６年度予算要求額と主な項目

予算要求総額            １３億７,７５３万円

（１）取引指導事業                ３,４０３万円

  不当・不適正表示の排除 など

（２）悪質事業者等から都民を守る対策の強化   １,６１６万円

      警視庁との連携による立入調査等の実施

（３）消費生活行政の企画調整等         ７,３７１万円

   消費者教育支援モデル事業等

（４）消費生活センター事業          ４億３５２万円

消費生活相談、消費者被害救済、消費者教育及び活動支援 など

（５）安全対策事業               ４,９７７万円

ヒヤリ・ハット調査 など

  

２ 「新たな長期ビジョン（仮称）」について

  ・１０年後の東京の将来像を示し、オリンピック・パラリンピックの成功と大会の開催を推進力とし

た東京の発展に加え、更なる先を見据えて首都東京に山積する重要課題解決への道筋を描くために

新たに策定

  ・長期ビジョン策定に先立ち、論点と政策展開における方向性などを提示して、１１月１日～１１月

１５日までパブリックコメントを実施。１２月末に策定・公表予定

  ※ 消費生活行政に関連する論点整理の内容については、別添「新たな長期ビジョン（仮称）」論点

整理（抜粋）を参照

                      






